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R2.4.1 ～R3.3.31 R4.4.1 ～R5.3.31 R3.4.1 ～R4.3.31

　商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合は、その

取引に対して消費税が課税されます。

　消費税を納める義務のある者（納税義務者）は、次のとおりです。

人格のない社団等とは、法人
でない社団又は財団で代表者
又は管理人の定めがあるもの
をいいます。

「課税資産の譲渡等」とは、
資産の譲渡等のうち、非課税
とされる資産の譲渡等以外の
ものをいいます。

納税義務者は誰か？
この章では、「納税義務者」及び「納税義務の判定」など

について説明します。

1. 納税義務者

5

注1

注4

国内取引の場合

課税資産の譲渡等（注1）（注2）
を行う事業者

課税貨物（注3）を保税地域から
引き取る者

■納税義務者

ポイント

◎国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、
　納税義務者になります。

◎外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者以外でも
　納税義務者になります。

　事業者は、国内において行っ

た課税資産の譲渡等について、

消費税を納める義務があります。

　輸入者は、引き取る課税貨物

について消費税を納める義務が

あります。

　輸入取引の場合、事業者に限

らず、消費者である個人が外国

貨物を輸入する場合も納税義務

者になります。

　国、地方公共団体、公共法人、公益法人、人格のない社団等（注4）の
ほか、非居住者及び外国法人でも、国内において課税資産の譲渡等や輸
入取引を行う限り、消費税の納税義務者になります。
　なお、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事務を行う場
合には、消費税の申告義務はありません。

も っ と く わ し く

 国や各種法人の納税義務は……

輸入取引の場合

（　　 　　）（　　 　　）
特定資産の譲渡等（参照→
P45）を除きます。

注2

「課税貨物」とは、保税地域
から引き取られる外国貨物の
うち、非課税とされるもの以
外のものをいいます。

注3
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（注7）

注8

　　③　自動販売機型輸出物品販売場（注８）
免税販売手続が、指定自動販売機（国税庁長官が観光庁長官と協

議して指定するもの）によってのみ行われる輸出物品販売場です。

　このほか、輸出物品販売場制度についてさらに詳しくお知りになりたい場合は、国税庁
ホームページ内の「輸出物品販売場における輸出免税について」に掲載している各種リー
フレットやQ&Aをご参照ください。

注7

②免税購入対象者であることを確認

輸
出
物
品
販
売
場

購
入
者

（
免
税
購
入
対
象
者
）

注9

事業者が購入記録情報を保存
しない場合や、免税購入対象者
以外の者に販売した場合等は、
消費税が免除されません。

消費税のあらまし　4. 免税される輸出取引は？18



X1.1.1 ～X1.12.31 X2.1.1 ～X2.12.31 X3.1.1 ～X3.12.31 

X1.4.1 ～X2.3.31 X3.4.1 ～X4.3.31 X2.4.1 ～X3.3.31

　その課税期間の基準期間における課税売上高（注5）が1,000万円以
下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、
納税義務が免除されます。この事業者を「免税事業者」といいます。
　免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は
消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係
る消費税額の控除もできません。
※　その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合に
は、納税義務は免除されません。

※　その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
であっても、特定期間（注6）における課税売上高が1,000万円を超
えた場合は、当該課税期間から課税事業者となります。なお、
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給
与等支払額の合計額によることもできます。（注7）

※　基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間
の課税売上高には消費税が含まれていませんので、この場合、当
該課税売上高について税抜きの処理をせず、基準期間における
1,000万円の判定を行うこととなります。 いずれの基準で判定するか

は納税者の任意です。
なお、その課税期間の初日
において国外事業者である
場合は、「特定期間」にお
ける 1,000万円の判定を、
給与等支払額の合計額によ
り行うことはできません
（令和6年10月1日以後に
開始する課税期間から適用
されます。）。

参照→国外事業者はP50
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●基準期間の課税売上高が1,000万円以下と
　なったとき……
　基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者
でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、提出する必要はありません。

●基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき……
　基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業
者は、「消費税課税事業者届出書（基準期間用）」を速やかに
納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
●特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき……
　基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事
業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた
場合（課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判
定した場合も含みます。）には、「消費税課税事業者届出書
（特定期間用）」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出
する必要があります。
※　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている課税
期間（登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税
期間に限ります。）については、上記いずれ
　の届出書も提出しないこととして差し支えあり
　ません。

　設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕

入れに係る消費税額が多い事業者については、免税事業者であっても課税事業者を選

択することによって、消費税の還付を受けることができます。

1 消
費税
の

 仕
組み

2 課
税対
象

3 非
課税
取引

4 輸
出免
税

5 納
税義
務者

6 納
税義
務の

 成
立時
期

7 課
税標
準

8 控
除税
額等
の

 計
算方
法

9 国
境を
越え
た

 役
務の
提供

10 
端数
計算

11 
地方
消費
税

12 
手続

13 
納税
地

14 
届出
等

15 
帳簿
の保
存

16 
国等
に対
する

  
特例

17 
会計
処理

19 
総額
表示

18 

  

消費税のあらまし　5. 納税義務者は誰か？ 21

22

23

適格
請求
書

発行
事業
者
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X1.4.1 ～X2.3.31 X3.4.1 ～X4.3.31 X2.4.1 ～X3.3.31

　その課税期間の基準期間における課税売上高（注5）が1,000万円以
下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、
納税義務が免除されます。この事業者を「免税事業者」といいます。
　免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は
消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係
る消費税額の控除もできません。
※　その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合に
は、納税義務は免除されません。

※　その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
であっても、特定期間（注6）における課税売上高が1,000万円を超
えた場合は、当該課税期間から課税事業者となります。なお、
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給
与等支払額の合計額によることもできます。（注7）

※　基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間
の課税売上高には消費税が含まれていませんので、この場合、当
該課税売上高について税抜きの処理をせず、基準期間における
1,000万円の判定を行うこととなります。 いずれの基準で判定するか

は納税者の任意です。
なお、その課税期間の初日
において国外事業者である
場合は、「特定期間」にお
ける 1,000万円の判定を、
給与等支払額の合計額によ
り行うことはできません
（令和6年10月1日以後に
開始する課税期間から適用
されます。）。

参照→国外事業者はP50
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　基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事
業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。

　免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録を受けた日
から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、消費税課税事業者
選択届出書の提出は不要です。詳しくは、P76をご参照ください。

■課税事業者を選択しますか？

●課税事業者になることを選択するとき……
　免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することに
より課税事業者になることができます。この制度の適用を受けるには、
その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課
税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり
ます。（注11）（災害時等の特例については、P68参照）

●課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき……
　課税事業者を選択していた方が免税事業者に戻ろうとするときは、
免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課
税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要
があります。（災害時等の特例については、P68参照）
　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その取
消しを受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も提出
する必要があります。

消費税のあらまし　5. 納税義務者は誰か？22
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単位につき、課税仕入れ等の
支払対価の額（税抜き）が

は、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の
支払対価の額（課税事業者であった課税期間で、かつ、簡易課税
制度の適用を受けない課税期間における原材料費及び経費に係る
ものに限り、消費税に相当する額を除きます。）の累計額が1,000万
円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等
が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属す
る課税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません｡（注20）

R2.4.1 ～R3.3.31 R3.4.1 ～R4.3.31 R4.4.1 ～R5.3.31 

基準期間の課税売上高が
1,000万円以下であっても、
適格請求書発行事業者の登録
を受けている場合や、特定期間
の課税売上高が1,000万円を
超えた場合、消費税の課税事業
者となります。
（参照→P20）

20

42

41

30

X1.4.1 ～X2.3.31 X2.4.1 ～X3.3.31 X3.4.1 ～X4.3.31 

どおり

①　「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法
人が該当します。したがって、例えば設立2期目であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出
資の金額が1,000万円以上となった場合は、新設法人として特例の対象となることに注意する必要があります。

②　この特例は、基準期間がない事業年度について適用されます。その事業年度の開始の日における資本金の額又は
出資の金額が1,000万円以上の法人であっても、基準期間の課税売上高が計算できる課税期間からは、その基準期間
の課税売上高が1,000万円超であるかどうかにより納税義務の有無を判定します。

③　この特例を受ける新設法人も、簡易課税制度を選択することができます。
④　「新設法人」が、基準期間がない各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の
属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属す
る課税期間の初日から原則として3年間は、納税義務が免除されません。また、簡易課税制度を選択して申告するこ
ともできません（次の「特定新規設立法人」に該当する場合も同様です。）。

⑤　その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係
る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなします。この外国法人が、「新設法人」又は次の

　「特定新規設立法人」の要件を満たす場合には、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務が免除されません
　（令和６年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。）。

　その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の
法人（新規設立法人）のうち、次の①、②のいずれにも該当するもの（特定新規設立法人）については、当該特定新規設立
法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されません。
①　その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50％超を直接又は間接
に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合（特定要件）に該当すること。

②　上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法
人のうちいずれかの者（判定対象者）の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間（基準期間相当期
間）におけるイ課税売上高が5億円を超えていること又はロ売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が国外にお
けるものも含め50億円を超えていること（ロの要件は令和６年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。）。

「新設法人」に関する注意点は……

特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度について
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　基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事
業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。

　免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録を受けた日
から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、消費税課税事業者
選択届出書の提出は不要です。詳しくは、P76をご参照ください。

■課税事業者を選択しますか？

●課税事業者になることを選択するとき……
　免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することに
より課税事業者になることができます。この制度の適用を受けるには、
その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課
税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり
ます。（注11）（災害時等の特例については、P68参照）

●課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき……
　課税事業者を選択していた方が免税事業者に戻ろうとするときは、
免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課
税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要
があります。（災害時等の特例については、P68参照）
　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その取
消しを受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も提出
する必要があります。

消費税のあらまし　5. 納税義務者は誰か？22

20

30
41



単位につき、課税仕入れ等の
支払対価の額（税抜き）が

は、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の
支払対価の額（課税事業者であった課税期間で、かつ、簡易課税
制度の適用を受けない課税期間における原材料費及び経費に係る
ものに限り、消費税に相当する額を除きます。）の累計額が1,000万
円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等
が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属す
る課税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません｡（注20）
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注20

自己建設高額特定資産とは、
他の者との契約に基づき、又
はその事業者の棚卸資産若し
くは調整対象固定資産（参照→
P41）として、自ら建設等をし
た高額特定資産をいいます。

注21

調整対象自己建設高額資産
とは、他の者との契約に基づ
き、又は事業者の棚卸資産と
して自ら建設等をした棚卸資
産で、その建設等に要した課
税仕入れに係る支払対価の
額の100/110に相当する金
額等の累計額が1,000万円
以上となったものをいいます。

注22

簡易課税制度選択届出書の
提出についても、一定期間、
制限されます。詳しくは、
国税庁ホームページの「消
費税法改正のお知らせ（平
成28年4月）（平成28年11
月改訂）」、「消費税法改正の
お知らせ（令和2年4月）」及び
「消費税法等改正のお知らせ
（令和6年4月）」をご参照くだ
さい。

参照→2割特例はP48、
免税事業者が課税事業者
となった場合の調整はＰ
42

●課税事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期
間中に高額特定資産（注19）の仕入れ等を行った場合には、当該高額
特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経
過する日の属する課税期間までの各課税期間は納税義務が免除され
ません。（注20）
●高額特定資産のうち自己建設高額特定資産（注21）については、当
該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の支払対価
の額（課税事業者であった課税期間で、かつ、簡易課税制度又は２割
特例の適用を受けない課税期間における原材料費及び経費に係るも
のに限り、消費税に相当する額を除きます。）の累計額が1,000万円以
上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完
了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課
税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません｡（注20）
●高額特定資産である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産
（注22）について、消費税法36条第1項又は第3項の規定（免税事業者が
課税事業者となった場合の調整等）の適用を受けた場合には、その適
用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間
（その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了して
いない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了し
た日の属する課税期間）の初日以後3年を経過する日の属する課税期
間までの各課税期間は納税義務が免除されません。（注20）
●課税事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期
間中に金又は白金の地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の
金額の合計額（税抜き）が200万円以上である場合には、当該仕入れ等
を行った課税期間の翌課税期間から、当該仕入れ等を行った課税期
間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
は、納税義務が免除されません。（注20）

　高額特定資産を取得した場合等の特例の適用を受ける課税期間の基準
期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合 （ 「消費税課税事
業者選択届出書」 を提出している場合及び適格請求書発行事業者の登録を
受けている場合を除きます。 ） は、  「高額特定資産の取得等に係る課税事
業者である旨の届出書」 は速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要
があります。
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単位につき、課税仕入れ等の
支払対価の額（税抜き）が

は、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の
支払対価の額（課税事業者であった課税期間で、かつ、簡易課税
制度の適用を受けない課税期間における原材料費及び経費に係る
ものに限り、消費税に相当する額を除きます。）の累計額が1,000万
円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等
が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属す
る課税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません｡（注20）
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注20

自己建設高額特定資産とは、
他の者との契約に基づき、又
はその事業者の棚卸資産若し
くは調整対象固定資産（参照→
P41）として、自ら建設等をし
た高額特定資産をいいます。

注21

調整対象自己建設高額資産
とは、他の者との契約に基づ
き、又は事業者の棚卸資産と
して自ら建設等をした棚卸資
産で、その建設等に要した課
税仕入れに係る支払対価の
額の100/110に相当する金
額等の累計額が1,000万円
以上となったものをいいます。

注22

簡易課税制度選択届出書の
提出についても、一定期間、
制限されます。詳しくは、
国税庁ホームページの「消
費税法改正のお知らせ（平
成28年4月）（平成28年11
月改訂）」、「消費税法改正の
お知らせ（令和2年4月）」及び
「消費税法等改正のお知らせ
（令和6年4月）」をご参照くだ
さい。

参照→2割特例はP48、
免税事業者が課税事業者
となった場合の調整はＰ
42

●課税事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期
間中に高額特定資産（注19）の仕入れ等を行った場合には、当該高額
特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該
高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経
過する日の属する課税期間までの各課税期間は納税義務が免除され
ません。（注20）
●高額特定資産のうち自己建設高額特定資産（注21）については、当
該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の支払対価
の額（課税事業者であった課税期間で、かつ、簡易課税制度又は２割
特例の適用を受けない課税期間における原材料費及び経費に係るも
のに限り、消費税に相当する額を除きます。）の累計額が1,000万円以
上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完
了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課
税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません｡（注20）
●高額特定資産である棚卸資産等又は調整対象自己建設高額資産
（注22）について、消費税法36条第1項又は第3項の規定（免税事業者が
課税事業者となった場合の調整等）の適用を受けた場合には、その適
用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間
（その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が完了して
いない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了し
た日の属する課税期間）の初日以後3年を経過する日の属する課税期
間までの各課税期間は納税義務が免除されません。（注20）
●課税事業者が、簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期
間中に金又は白金の地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の
金額の合計額（税抜き）が200万円以上である場合には、当該仕入れ等
を行った課税期間の翌課税期間から、当該仕入れ等を行った課税期
間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間
は、納税義務が免除されません。（注20）

　高額特定資産を取得した場合等の特例の適用を受ける課税期間の基準
期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合 （ 「消費税課税事
業者選択届出書」 を提出している場合及び適格請求書発行事業者の登録を
受けている場合を除きます。 ） は、  「高額特定資産の取得等に係る課税事
業者である旨の届出書」 は速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要
があります。
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